問い合わせ簡素化プロトコルQ＆A、改訂情報等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松山赤十字病院　薬剤部


Q＆A
【合意書関連】
Q：代表者名は開設者と管理薬剤師名のどちらを記載すべきでしょうか？
A：代表者名は開設者名と管理薬剤師名のどちらを記載しても構いません。
　 ただし、複数店舗ある場合は店舗毎に合意書の提出をお願いします。

Q：代表者が変更になった際は合意書の再提出が必要でしょうか？
A：代表者が変更になった際の合意書の再提出は不要です。


【問い合わせ不要項目関連】



【専用報告書関連】



改訂内容
運用開始後必要に応じて適宜内容については改訂していく予定です。
